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度の猫の数は約100頭にな
り、現場は落ち着きを取
り戻しました。 
 
　そしてなによりの進展は、「千葉市・猫と共に暮
らすためのガイドライン」（下の写真左）が平成23
年3月に発行されたこと、また「人と動物の共生を目
指して　地域猫のすすめ」のリーフレット（下の写
真右）もできたことです。 
 
　そのような経緯の中で、地域ねこ対策を更に進め
る大きな第1歩として、市と協働体制の「飼い主のい
ないねこの避妊去勢手術の実施」が始まり、23年度
は250頭・24年度は300頭に手術をしました。千葉
市の皆さんに地域ねこ活動を広めて行く上で、パフ
ォーマンス的な効果にも期待され、良かったと思い
ます。 
　これからの千葉市の地域ねこ活動の歩みが楽しみ
です。 

　　平成21年～22年度にかけ
て千葉市が行った、「飼い
主のいないねこの不妊手
術費用助成」モデル事業
に参加し、市内3カ所の
地域で地域ねこ活動を
行いました。 
 
　市の助成方法の手順
に従い、契約書・日常
作業手順書などの書類を
添えて活動に進み、3ヶ所
で10頭の手術ができました。 

　2年間の成果は、猫も住民も
落ち着き、猫の管理をしていく中

で、ご近所のトラブルも少なくなってきたように思
われます。 
 
　また、大規模な公共施設のモデル事業は平成22年
の5月からスタートしました。 
　当初の現場は、えさやり禁止の看板が設置され、

置き餌やねこに起
因して人が残した
空き缶などのごみ、
また人間同士のト
ラブルが絶えませ
んでした。 
　ねこの数は約
180～190頭で、
子猫もたくさんい
ました。現在24年 

寄稿／千葉地域ねこ活動主宰　岩切由花さん 
 

9月16日、協力団体として参加した「動物愛 
護フェスティバル2012inちば」の会場で… 

セミナーで、 
講演中… 

人と猫との調和のとれたまちづくりセミナー 

ご参加無料・直接会場へ 開場午後1時 

　動物愛護法改正の動きと、地域ねこ対策の流れをテーマに、国・環境省、東京都、新宿区の各担
当者、協働しているボランティアなどがそれぞれの視点から報告いたします。講師のトークセッシ
ョンを、動物ライターの加藤由子さんがコーディネート。 

主催：新宿区保健所衛生課　協働・共催：NPOねこだすけ 
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NPOねこだすけ　代表理事 工藤久美子 
最初に 
①地域猫活動とは、地域環境問題であること。 
②従って地域住民、町会など住民組織が主体となっ
て進める活動であること。 
③主体となる町会など住民組織に加え、保健所など
管轄行政、NPOなどボランティア。この3者が協力
して進める3者協働の活動であること。 
　以上の考え方を持って活動を始めますと、大変楽
に進められます。 
 
地域住民で活動を始めたい方、餌やりさん、ボラン
ティアさんのお仕事。 
①餌やりさんと苦情者さんのリサーチ。 
　餌やりさんから猫の数、不妊去勢手術の有無など
猫の情報と、猫で困っている苦情者さんの情報を
得る。 
②まず苦情者さん宅、近隣住民を訪ね、苦情があれ
ばその場で対応する。簡単トイレの設置、糞の清
掃など。(後日でも構いません。)パンフレットやチ
ラシ持参で活動説明も簡単に行う。 
③町会長をお尋ねし、先の地域リサーチの結果と活
動の説明をする。 
　ここで行政職員も参加する「地域猫活動町会説明会」
についてお話しても良いと思います。町会の希望で
あれば行政職員も参加、協力が可能です。 
　説明会開催がなくても、町会長や地域住民への活
動広報ができていれば、ほぼ全てのトラブルは回避
できます。 
 
ここから実際の手術活動に入りますが、その前に。 
●手術費用調達の確認。 
●住民の要望と折り合う餌場所と猫トイレ設置場所
の確認。… 
　… 位はしておくと、後が楽です。 
 
①捕獲作業　猫の捕獲作業は、地域住民とのコミ 

ュニケーションの場でもある
ことを踏まえ、通る方々にチ
ラシを渡して活動の広報をし
ます。 
 
②活動レポート　活
動開始後、または完了後
に活動レポートを作成し
ます。内容は、 
●手術済み猫の数。 
●猫トイレの場所や糞の清掃状況。 
●これからの活動予定 
　-例-　残りのメス2匹を3月に手術予定。… 
　… 位の簡単な内容で良いと思います。 
　このレポートを町会長にお渡して回覧をお願いし
ます。近隣住民は餌やりさんと一緒にレポート持参
で回ります。 
　保健所など管轄行政にもレポートを送ります。 
以上をもって、誰でもできる簡単三者協働地域猫活
動の完了です。 

　「にゃんに
ゃんセミナー」の
紙製バナー（写真）を
12年間も使い回していま
す。張ると遠目になります
からボロボロ加減も目立ちま
せん。狛江市に続いて10月27
日には国立市でもこの流儀？を
継承した「にゃんにゃんセミナー」が開かれます。 

　10月21日（日）、年に一度の「狛江にゃんセミ」
も第11回めです。市と協働事業の地域猫対策も11年
になります。その11年前の約一年程前に、新宿区で
第1回めの「にゃんにゃんセミナー」を開きました。
当時はセミナーや講座、イベントなどで地域猫対策
を紹介する機会も限られていましたし、ボランティ
ア有志の運営ですから予算もありません。そこで、
地区や会場が変わっても使い回しのできる会場設営
を試みました。展示用のパネルや横幕（バナー）な
どの有効利用です。 

●行事計画の内容をブログとホームページにも掲載しています。 

狛江 
にゃんにゃんセミナー 

ねこだすけは開催に協働し、講師と地域猫パネルで参加。 

付録　地域猫活動は5年から10年続く活動と思って
ください。 
　トラブルなく活動を継続完了するために…、 
●活動レポートは最低一年に1回、また新たに手術を
行った場合はその都度町会長、近隣住民、行政に
お渡しします。 
　…これで地域猫活動10年プラン完成です。 

1) 手術をする。 
2) パンフレット等を持って、ご近所の方にお話 
　  しをする。 
3) 町会長さんにお話しをする。 

…これでもOKですが、更に～～ 
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　10月13日(土)、地域猫活動説明会を行った練馬区
の特色は「野良猫のいる地域住民が主体となった地
域猫活動」に力をそそいでいることです。 
　「地域住民合意の下で、地域環境保全活動と位置
付ける地域猫活動」などと定義すると、多くの区民
には敷き居が高く感じられると思うのですが、どな
たにも参加いただけることを目的に、区オリジナル
の「登録ボランティア制度」があります。 
　この制度を利用した体験発表(下の写真)では、一般
の区民の方が無理をしない範囲で「地域猫活動」を
すすめたところ、それなりのご苦労は勿論ありまし

たが、それ以上
の協力も得られ
たとのことでし
た。 

港区民まつり　10月6日(土)～7日(日)、地域猫対
策の紹介などを行いました。ねこだすけは、相談員
を担当しパネルを提供。 

入間市　9月29日(土)地域猫活動についての講演会
と併設パネル展を、いるまねこの会ほかが開催。ね
こだすけは地域猫パネルなどで協力。 

動物愛護と適正な飼養についての関心と理解を深め
るための動物愛護フェスティバル静岡2012。（主催
者のテーマより引用） 
　9月23日(日)、三島市で開かれた屋外イベントのテ
ント会場にねこだすけが「地域猫対策相談会」で参
加しました。終日雨でしたが、地元の地域猫チーム
リーダーの方々にもお手伝いをいただきながら、捨
て猫違反や殺傷犯罪などをお知らせしました。アン

ケートに「保健所
が野良猫を駆除す
る。」と間違えて
答えた方が約4割
でした。人と猫や
動物との共生に向
けた理解が深まる
ことを願います。 

町の野良猫問題解決セミナーを、9月29日(土)
静岡市地域猫運動連絡会などが開催しました。(下の
写真) 
　市は政令指定都市ですから、県の「飼い主のいな
いねこの管理マニュアル」とは別に、「人と猫が穏
やかに暮らすためのガイドライン」を計画中でした。

また、既に市の
行う「協働パイ
ロット事業」で、
「ＴＮＲ活動を
含めた地域猫活
動」が実行され
ています。 

練馬・地域猫活動説明会 

ねこだすけは講師と個別相談を担当し、 
展示パネルを提供しました。 

ねこだすけは開催に協力し、講師と地域猫パネルで参加。 

ねこだすけは開催に協力し、講師 
と地域猫パネルを提供。 

協力団体として9月16
日の「動物愛護フェステ
ィバル2012inちば」に「千
葉地域ねこ活動の会（
NPOねこだすけ千葉支
部）」が「地域ねこって
な～に」のコーナーに参
加。(右の写真) 
　NPOふなばし地域ねこ活動とNPOねこだすけの両
代表も相談員を務め、猫を捨てたり虐めたりすると
犯罪になることや、野良猫も命あるものですから、
地域の人々と一緒に暮らす「地域猫対策」という方
法の進め方などをお知らせしました。 

千葉県は、飼い
主のいないねこ不
妊去勢手術事業を
行っています。 
　8月26日、ねこ
だすけも参加した第4回ならしのにゃんにゃんセミナ
ー(右上の写真)で、この事業の第二次募集が紹介され、
県内で地域猫活動に取り組む団体・グループなどを
対象に参加を募りました。 
　参加を尻込みするそれなりの理由をよく耳にしま
すが、このような事業の成立後には、その地域に思
いがけない効果が多数生まれています。野良猫迷惑
苦情がなくなるのはもちろんのこと、「人も猫も暮
らす地域コミュニティの活性化！」などです。 
　また、事業開始から10年で、猫の引取数を9割以
上減らした自治体もあります。しかし、行政が主導
する事業ですから、応募する市民が極端に少ないな
どのときには廃止の措置も想定されてしまいます。 

猫と花地域環境ネッ
トワーク(右の写真)が
主催する「地域ねこセ
ミナーin上高田地域(中
野区後援)」が9月22日
(土)に、定員満席の中
で開かれました。 
　アンケートに次の事などが答えられています。 
●「飼い主のいない猫が気になっている・世話をし
ている・相談したい」…約5割の方が回答 
●7割以上の方が「飼い主のいない猫の問題がある」
●地域ねこ活動についての感想は… 
「どんな活動なのか始めて知った」「素晴らしい活動、
共感した、広めていきたい」「心強い活動だと思った」
「地域ねこ活動ができていない地域に住んでいてど
うにかしていきたい」「地域ねこ活動はエサヤリの
活動と誤解されやすい」…などでした。 

千葉県動物愛護セミナー　9月20日(木)講師講演
は墨田地域ねこの会と、体験報告に千葉地域ねこ活
動の会(表紙頁と下の記事も)ほかが参加。ねこだすけ
の地域ねこパネルを展示しました。 
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地域猫活動説明会　3頁と同様の練馬区方式を紹
介するセミナーが6月30日に開かれました。 
　腹をくくった行政マンが猫の迷惑被害と猫好きと、
問題を抱える地域の改善対策を地域猫活動という手
法を用いて、およそ3年で作り込んだ成果と思われます。 
　飼い主等のいる猫については、行政が法令遵守の
下で、飼い主等の責務を執行できます。しかし、飼
い主等のいない野良猫では飼い主責務を執行できま
せんから職員に充分な知識や、新しいことに踏み出
す覚悟もいることと思うのです。(下の写真は練馬区
民の地域猫活動体験発表) 
　トラブルを好まない地域の民意と、腹をくくった
役人と、ねこの命を守ろうと思い行う人々の、三位
一体の協働が進
み、さまざまな
地域に根付くこ
とと思いますま
す。 

協働事業もいろいろの方法で…　ひと昔前のエピソ
ードですが、猫の捕獲器を役所が持とうとすると強
い非難が起こりました。近年ではTNR用に団体など
が所有しているケージを行政に無償で貸与して管理
していただき、地域猫対策に参加する市民に役所の
窓口から貸し出す仕組みを官民協働で行う団体が出
て来たことを耳にしました。 
　ねこだすけが所有しているケージを、保健所から
区民が直接借り入れられる方法の官民協働事業と似

ています。 
　この協定について、7月25日
に6度目の覚書きを交わしまし
た。(左の写真右側は新宿区福
内健康部長・左は代表工藤)

第16回世田谷区・飼い主のいない猫対策セミナー、
7月21日開催。地域猫対策のチームSLP田矢さん(写
真下)が講師を務め、年に2回の開催が恒例のセミナ
ーですから、世田谷保健所が主催を始めてから8年目
を迎えます。11月10日に成城地区でも開かれる予定

です。 
　ねこだすけは地域猫パ
ネルの提供と、講師や個
別相談係りなどで参加し
ています。 

NPO猫の避妊と去勢の会主催「人と猫の共生
を目指すシンポジウム」7月8日金沢市で開催。 
　下の写真は右から左へ、NPO猫の避妊と去勢の会
代表桐畑さん、THEペット法塾代表植田弁護士、新
宿区保健所高木氏、横浜市保健センター黒澤氏、
NPOねこだすけ代表工藤、THEペット法塾細川弁護士、
石川県獣医師会黒木先生、写真家中川こうじ氏。 
　ねこに限らず、命ある動物と人との根深い関係や

それに関わるト
ラブルなどのパ
ネルディスカッ
ションは、社会
の根源にある文
化論にまで発展
しそうな勢いで
した。 

　一般公開はさ
れないですが、
目的を持った講
演会などにねこ

だすけ代表理事の工藤久美子が招かれました。 
　7月20日は静岡県と同市町などの職員の研修を目
的に上の写真と、7月31日に同じく埼玉県でも行わ
れました。7月13日は「日本大学・社会学演習共同
研究」で地域猫がテーマの講座を行いました。この
ような集いで地域猫に深い関係を持つ方々とは、そ
の後も具体的な対策の情報交換のほか、さまざまな
分野でのつながりが続きます。 

目的別・地域猫講座… 

ねこだすけは地域猫の説明と展示パネルの提供などで協力。 

市民講座　小平市中央公民館主催「小平の動物愛
護を考える講座」期間中の第5回め、3月17日に「
NPOによる動物愛護の取り組み」として、ねこだす
け代表工藤が講演しました。 

課題も上質？　TNRが順調にすすみ、役所のサポ
ートも得られ、猫たちも地域や街に馴染んでいる…。
にも関わらずもっと上質な住民主体の「地域自治対策」
を目指す時、思わぬ課題に…。 
　積極的で熱心な地域猫対策のアクションメンバーが、
町内にある会社に通う「在勤者」のとき、下町など
で町会長さんが「○○さんちの娘さんで○○ちゃん
が地域猫を…」などの展開とは少し事情が変ります。 
　ビジネス街などでも地域自治と共にすすめられる
様に整理したペーパー資料構想を検討中です。 

事前リサーチほか…　地域猫対策を役所や地域住民、
又は施設管理者などと三者協働ですすめられると活
動もスムーズで、成果も分かりやすくなります。　
ねこだすけでは、行政マンや地域住民、施設管理者
などと情報を共有し、あるいは行動を共にしながら
対策の推進に努めています。 
　右の写真上は、これから本格的な対策に取り組む
地区で、地域猫対
策住民説明会後の
実地リサーチを職
員やボランティア
さんと共に…。 
　同下は野良猫被
害をなくすため、
積極的にTNRを
取り入れた大規模
施設で、行政や管
理者との情報交換
です。 
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折角の法改正です。猫達の役
に立つように使いたいのです。 
　改正前は、所有者などのいな
い野良猫の「健康や福祉」を守
ろうとするとき、直接的で具体
的に書かれた根拠法を探すのに
苦労しました。 
　今回の改正法第一条（目的）
には『遺棄』の防止のほか、『動

物の健康及び安全の保持』『人と動物の共生する社
会の実現を図る』など、具体的な文章が加えられ、
又は改められています。（※改正法の「要綱」「法律」
「新旧対照条文」「付帯決議」などは、ねこだすけ
ホームページの下段「改正動物愛護法掲載中」から
辿れます。） 
　これからは、飼い主のいるいないに関わらず、法
律上の愛護動物とされている地域猫対策の猫の健康
を守り、人との共生を目指し易くなります。 
 
終生飼養が法律本文に明記されました。第七条（動
物の所有者又は占有者の責務等）第4項『動物の所有
者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を
達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、
当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること（以
下「終生飼養」という。）に努めなければならない。』 
 
繁殖制限が犬及び猫に限らず適用されます。同第
七条第5項『動物の所有者は、その所有する動物がみ
だりに繁殖して適正に飼養することが困難とならな
いよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努め
なければならない。』 
 
逸走防止が加えられました。同第七条第3項『動物
の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する
動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよ
う努めなければならない。』 

犬猫等健康安全計画 動物取扱業は第一種と第二
種に分類され、第一種で犬猫を取扱う業者は、登録
申請書に次の事項の記載が必要となります。同法第
十条第3項二号『（一部を割愛して抜粋）販売の用に
供することが困難となった犬猫等の取扱いその他環
境省令で定める事項に関する計画（以下「犬猫等健
康安全計画」という。）』 
　また、同第十二条（登録の拒否）に次が加えられ、
『犬猫等販売業を営もうとする場合にあっては、犬
猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の
確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切
なものとして環境省令で定める基準に適合していな
いと認めるとき、』…、登録を拒否できます。 
 
　私たちが十数年前から訴え続けた「捨てるな　殺
すな　増やすな　逃がすな　苦しめるな　生まれた
ら一生涯お世話をしてね !!」の小さな声が、法律の
本文にも届き始めたものと思われます。 
 
法律を誰が執行するの？…と、多忙で人手も無い
という役人から聞かされることも少なくありませんが、
（地方公共団体への情報提供等）として第四十一条
の四が新設されました。『国は、動物の愛護及び管
理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、
動物愛護担当職員の設置、動物愛護担当職員に対す
る動物の愛護及び管理に関する研修の実施、動物の
愛護及び管理に関する業務を担当する地方公共団体
の部局と都道府県警察の連携の強化、動物愛護推進
員の委嘱及び資質の向上に資する研修の実施等に関し、
地方公共団体に対する情報の提供、技術的な助言そ
の他の必要な施策を講ずるように努めるものとする。』 
 
罰則は、殺傷犯罪の懲役1年罰金100万円が同2年・
200万円、衰弱虐待の50万円が100万円、遺棄犯罪
の50万円が100万円などとそれぞれ2倍になり、従
来の「給餌給水をやめる等衰弱虐待」が、具体的な
事例で解説されました。 

動物愛護法が変りました。 
公布日の平成24年9月から1年以内に施行されます。 

●この頁はねこだすけニュース号外やブログと同じ内容です。 
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を及ぼさないよう配慮すること。また、地方自治体
の判断で動物愛護団体を届出の対象外とする場合に
は、団体によって不公平な取扱いとならないよう明
確な基準等を基に審査を行い、客観性を十分に担保
することを地方自治体に徹底させること。 
 
六　犬猫の引取り数の減少が殺処分頭数の減少に寄
与することに鑑み、引取りの要件を厳格化し、引取
りを繰り返し求める者や不妊去勢手術を怠ってみだ
りに繁殖させた者からの引取りを拒否できるように
するなど、引取り数の更なる減少を目指すこと。ま
た、飼い主の所有権放棄により引き取られた犬猫も
譲渡対象とし、インターネットの活用等により譲渡
の機会を増やすこと等を通じて、殺処分頭数をゼロ
に近付けることを目指して最大限尽力するよう、各
地方自治体を指導すること。 
 
八　飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域
住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る
苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果が
あることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること
。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の
引取りは動物愛護の観点から原則として認められな
いが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は
占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、
引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努める
よう、各地方自治体を指導すること。 
 
十　被災動物への対応については、東日本大震災の
経験を踏まえて、動物愛護管理推進計画に加えて地
域防災計画にも明記するよう都道府県に働きかける
こと。また、牛や豚等の産業動物についても、災害
時においてもできるだけ生存の機会を与えるよう尽
力し、止むを得ない場合を除いては殺処分を行わな
いよう努めること。 
 
十一　犬猫等収容施設の拡充、飼い主のいない猫の
不妊去勢手術の促進、動物愛護推進員の活動の強化
等動物愛護管理に係る諸施策を着実に実施するため
、地方自治体に対する財政面での支援を拡充するこ
と。 
　右決議する。 

　古い引用ですが、1999年の法改正時の付帯決議に
次の項目がありました。『四　犬及びねこの引取り
については、飼い主の終生飼養の責務に反し、やむ
を得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難
措置として位置付けられるものであり、今後の飼い
主責任の徹底につれて減少していくべきものである
との観点に立って、引取りのあり方等につき、更な
る検討を行うこと。』 
　この項目を『やむを得ない事態としての所有権の
放棄に伴う緊急避難措置』は、「所有者のいない猫
の所有権を放棄できない。」ということになり、「所
有権者のいない野良猫の、駆除目的の引き取りを断
れる。」という解説に努めました。 
　今回の改正法第三十五条（犬及び猫の引取り）に
は一定の条件の下ですが『その引取りを拒否するこ
とができる。』…と加えられ、改められました。 

平成24年8月28日、改正法案可決時の衆議院環
境委員会付帯決議『動物の愛護及び管理の推進に関
する件（案）』の一部を同院のホームページより抜
粋しました。 
 
　政府は、動物の愛護及び管理の一層の推進が人と
動物の共生する社会の実現に不可欠であることに鑑
み、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改
正する法律」を施行するに当たっては、次の事項に
留意し、その運用について万全を期すべきである。 
 
一　動物取扱業者による不適正な飼養・保管及び販
売が後を絶たない現状に鑑み、動物取扱業者に対す
る立入検査を積極的に行い、必要があれば勧告、改
善命令、措置命令及び取消し等の行政処分並びに刑
事告発 も適切に行うよう、関係地方自治体を指導す
ること。 
 
二　第二種動物取扱業の導入に当たっては、不適正
飼養が疑われる一部の動物愛護団体の施設への立入
検査等を着実に行う一方で、犬猫の殺処分頭数の減
少に寄与している多くの動物愛護団体の活動に影響 

衆参両院付帯決議 
●この記事はねこだすけニュース号外やブログと同じ内容です。 

　10月27日(土)、国立市役所本庁舎
内で始めて「トークセッション」形
式で開催。（下の写真） 
　同市の三澤係長が絶妙のコーディ 

ネート役を務め、市内が拠点の国立地域
猫の会・猫のゆりかご代表後藤さん、横
浜市職員「地域猫のすすめ」著者黒澤氏、
国立市職員で地域猫の普及を長年勤める
遠藤氏、ねこだすけ代表工藤が、会場の
皆さまからの疑問に各々の立場で答えな
がら進める、今迄に無いスタイルでした。 
　従来の一方的な解説とひと味違い、活
動のご案内が具体的にすすみました。 

11月10日(土) 
11月17日(土) 
12月1日(土) 
12月8日(土)

世田谷区 
清瀬市 
新宿区 
三鷹市 

地域猫対策セミナー 
　ねこだすけも講演などのお
手伝いで参加する、各地の行
事計画です。詳しくはホーム
ページやブログをご利用くだ
さい。 

動物愛護法が変わりました。 

国立にゃんにゃんセミナー 
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発砲スチロールに加工した、手作りの地域ねこパネルを貸し出しています。所定の申し込 
み書式をご利用ください。パネルの種類はねこだすけニュース33号に掲載。 

ねこだすけニュースバックナンバー 
動物愛護法ポスターチラシ 

ファクトシートの一部 
行政資料の一部　ほか 

ホームページからプリントできます。 

●個人向けの資料としてご活用ください。●複製や印刷、大量コ
ピーなどでご利用の際にはご連絡ください。●現在、ファクトシ
ートの頒布を行っていませんが、ダウンロードは従来通りです。 

トラップケージの貸し出し… 

●貸出無料ですが、宅配送料をご負担ください。 
●貸出期間は、一回につき最長1ヶ月です。規定
の貸出申し込み書式がありますので、お問い
合わせください。 

●期間を超える際には、一度必ず返却してくださ
い。点検整備を行います。 

●よそへの「又貸し」を絶対にしないでください。
その都度一度返却し、規定の貸出申込書に記
入してください。使う態様により危険な狩猟
具にもなります。 

●事情により1ヶ月を超えてしまっている際には、
トラップ管理番号と使用報告書を至急通知し
てください。 

地域ねこの普及啓発パネル 

●展示会場やイベント内容の概略をご連絡いただきますと、点数などを選別いたします。
それぞれB3サイズです。●貸し出し費用は無料ですが、送料を貸出時、返却時共ご利
用者さまのご負担でお願いいたします。●地域ねこの直接的な普及啓発などの使用に
限らせていただきます。●募金やフリーマーケット、譲渡会などが目的の場合はパネ
ル内容と合致しない場合がありますので、ご利用をお控えいただいております。 

地域ねこ対策や動物愛護に限るトラップ 
ケージ保護捕獲用かご（左の写真） 
 

トラップケージ 動物保護目的の地域ねこ対策に限る、直輸入捕獲用ケージ 

サイズは約25x25x66cm約2.6kg 
ペダル(踏み板)式一種類のみ 

ご支援ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 
●猫に手をのべるときフードは欠かせません。地域
猫対策の他、多数頭の保護先に転送します。 
●トイレ砂や獣医薬品なども助かります。 
●倉庫が手狭のため、ご支援の品々はその都度転送
しています。未使用の切手は宅配の郵パックに使
えますし、書き損じはがきは切手に交換します。 
●各種金券・商品券・ギフト券、図書などのカード類、
収入印紙も換金が容易です。テレフォンカードの
換金率が極端に下がり始めています。 
●皆さまへのお知らせや小さな会議、イベントなど
の通信連絡や配送に役立つ事務用品の、例えばコ
ピー用紙、プリント用紙、オフィスのり、ビニー
ルひも、テープなどの消耗品は少量でも有り難い
です。どうぞよろしくお願いいたします。 

　地域猫対策や、人と動物との
適切な関係づくりの広がりを願
っています。 
　ペットブームといわれる中で、
何が適切でどうすれば不適切な
ことがらを改められるのか？疑
問の残るアクシデントも多いです。 
　さまざまな出来事に合うとき、
改善要請活動も頻繁です。どう
ぞ支えてください。 
　ねこだすけでは収益事業を行
っていません。皆さまのご支援
とボランティアさんに頼ってい
ます。 

●動物愛護に理解の有るＡＰＬに協力を依頼し、ねこ
だすけ宛に規定の書式で申し込まれた方に限り、Ａ
ＰＬから直接購入いただける仕組みをとっています。 
●ＡＰＬではねこだすけに申し込みのない直接販売を
行いません。貸し出し用トラップなどをＡＰＬがね
こだすけに提供しています。ねこだすけからの直接
販売も行いません。 

●お申込みの規定書式をご請求ください。2～3枚
のご案内用紙をお届けしております。 
　（HP検索→キャッツプロテクションケージ） 
●古い1枚だけの用紙を現在使用しておりませんので、
お手数ですが最新の用紙をご請求ください。 
●直輸入のため、ケージ整備調整などのメンテナン
スをねこだすけが受け持っております。万が一作
動不良などの際には、出庫時同 
　封の書式をご利用の上お問い 
　合わせください。 

ねこだすけ　ファクトシートもくじ 

●専用のキャリーケース 

http://ameblo.jp/for-animals/

やむを得ない事情から、ねこや犬
の育成頭数が増えました。 
　保護先のボランティアメンバーにフ
ードなどのご支援をお願いいたします。
犬用を含みます。8頁のねこだすけ迄
ご支援物資を送付してください。随時
現場に転送します。お問い合わせいた
だけますと直接の送付先をお知らせい
たします。 

・リターン＝TNR」、捕獲・手術・返還の一連の活
動が広がりました。 
　野良猫が棲む地域の住民がお互いに理解し合い、
猫の「管理」をすすめることを「地域猫対策」とい
う事例も多くなりましたが、裏腹に「不適切な管理」
を指摘される事態や「合意や理解が困難」なども一
緒にすすみ、折角の野良猫対策が立ちいかなくなる
こともあります。 
　また、猫を好きな住民だけにお世話され、管理さ
れる仕組みを行政と協働事業で行うとき、管理責任
を問われたくない行政が、この事業に尻込みをする
例を何度も体験しました。 
　猫の好き嫌いを問わず、猫が棲む地域の保全を目
的に、地域住民が主体となって、行政・市民・ボラ
ンティアが協働し、同じ目的を目指す活動を「地域
猫対策」と思うのです。 
　地域猫対策を言い換えると…「猫の生態循環をヒ
トが支配する対策」。しかしこのような定義ではな
かなか意味が通じませんので「地域猫対策のすすめ
かたフローチャート」の制作を計画中です。 

生態循環を支配？などというと、人のごう慢さが
疑われますが、「猫の本能による生態循環を、ヒト
がおさめる。」…ことを「地域猫対策」というとき、
難問解決にすすみやすくなりました。 
　事業者は猫の生態循環を何代にも渡り支配して、
値の付く猫種を多く作りました。一方で「猫がいる
ので起るもめ事」をおさめる時「ねこの生態循環の
支配」を利用し、野良猫の「トラップ・ニューター 

地域ねこ対策とは… 
ねこの問題を地域の環境問題としてとらえ、 
ねこも命あるものだという考えで、 
その地域の住民が主体となり、 
繁殖制限などの方法で生息をおさえ、 
自由な生態の繰り返しをコントロールしながら、 
これ以上増えることを前もっておさめ、 

生態循環を人が支配する対策 といえます。 



  

[ p-8 ]
2012

平成24年10月 

ねこだすけへのお誘い 
vol.43

ねこだすけニュースバックナンバー・会員の皆さま号・号外をホームページからプリントできます。 

入会お申込・お問い合せは… 
電話・Fax. 
郵送・宅配　 

03-3350-6440  
〒160-0015 東京都新宿区大京町5-15-203 
NPO ねこだすけ 

口座番号　00130 - 9 - 362975 
加入者名　ねこだすけ 

振替用紙通信覧に下記点線内の必要事項をご記入ください。 
お申し込み年月日：　お名前： 　ご住所／郵便番号： 　お電話番号： 
Fax番号：　会員種別：　年会費：　　　　円 

電話はFax.併用です。スタッフシフトが不定期のため、ご相談日を除きお手数ですが、お名前・〒ご住所・お電話番号・なるべくFax.番号・
お問い合わせ内容を手短にご記入の上ファクシミリ送信か郵送をお願いいたします。折り返しのご連絡には時間のかかる場合もありますが悪
しからずご容赦ください。(※Eメールでのご相談受付シフトは整っていません。)

http://www.nekodasuke.net

ご支援、ご賛同をいただきますと… 
小さな声を大きく強く!!　地域ねこネットワーク!!

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G

高校生以下 
個　人 
個　人 
個　人 
個　人 

法人・団体・企業 
年会費を除く随時 

1,000円 
3,000円 
5,000円 
7,000円 

10,000円以上 
5,000円以上 

ジュニアパートナー 
パートナー 3 
パートナー 5 
パートナー 7 
サポーター 
スポンサー 
ご 寄 付 

会員種別 摘　要 年会費 

ねこだすけニュースをお届けし、動物の擁護や福祉の普及啓発広
報事業などをお知らせします。 

●アクション会員やサポーター会員、パトロン制度などの区別はありません。
　特別の場合を除き活動への参加は任意で自由です。 
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同
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

　
ね
こ
だ
す
け
は
、
ね
こ
や
動
物
を
思
う

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
運
営

さ
れ
、
地
域
ね
こ
や
動
物
の

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
進
め

ま
す
。
動
物
を
愛
す
る
様
々

な
立
場
の
皆
さ
ま
に
支
え
ら

れ
て
い
ま
す
。 

　
い
の
ち
に
や
さ
し
い
ま
ち

づ
く
り
を
目
指
す
活
動
に
賛

同
し
て
い
た
だ
け
る
皆
さ
ま
、

ぜ
ひ
会
員
に
な
っ
て
支
え
て

く
だ
さ
い
。 

●会員年度などが不明の際にはお問い合わせください。●金融機関
やATMをご利用の際にはご本人とお振込名の相違などで確認が困難
な場合もあります。お手数ですがFaxなどでのご連絡をお願いいたし
ます。●金融機関はみずほ銀行とさわやか信用金庫をご利用いただ
けます。●このニュースが不適切に届けられた際にはご容赦ください。 

いのちにやさしいまちづくり 
人と動物と、すてきな関係… 

※ご寄付のある場合やご寄付のみの際にはご記入をお願いいたします。 

※他の金融機関からお振り込みの場合は… 

※寄付金：　　　　　円 

郵便振替 

銀行名 
金融機関コード 
店番 
預金種目 

店名 
(カナ) 
口座番号 
カナ氏名(受取人名） 

○一九店 
ゼ ロイチキュウ店 
0362975  
ネコダ スケ 

ゆうちょ銀行 
9900 
019 
当座 

活動 地域ねこ対策や、ねこの保護救済以外の活動内容 

資
料
を
郵
送
し
ま
す
。 

　
ご
住
所
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。 

※地域ねこ活動が拡がっています。 
　　　　　どうぞ対策費のご寄付をお願いいたします。 

●動物愛護の普及や啓発 
●動物の法規法令等の普及啓発と実行の推進 
●全国の愛護動物行政に対する適切な執行のお願い 
●不適切な行政措置や慣行による違法措置などの改廃 
●緊急災害時、動物救済要綱などの制定推進 

●不適切に飼養される動物の改善 
●生物多様性に関する動物の保全 
●不適切な動物愛護風潮の抑止 
●動物擁護の普及 
●動物福祉の推進 

●動物愛護普及啓発イベントの開催 
●動物ネットワークの推進 
●学習会や相談会セミナー開催 
●ねこの譲渡・飼い方相談 
●チームや支部などの支援　ほか 

※NPO制度の構成員(例：会社などの社員に当たる)を正会員といい、
A～Fはいづれも賛助会員です。種別は会費のご負担額をお選び
いただけることを目的にしており、次年度より変更できます。 

●ご不要になった未使用の切手・書き損じハガキは郵パックや資料送付に転用します。各種金券・ギフトカード・収入印紙等は換金も 
　容易です。保管場所が狭く、ケージや物資などの宅配出庫回数が増えています。配送費用にご支援をお願いいたします。 

デスクワークボランティアスタッフさんを募っています。 
　
特
別
の
知
識
や
経
験
は

い
り
ま
せ
ん
。
「
で
き
る

こ
と
を
、
で
き
る
範
囲

で
、
無
理
を
し
な
い
で
」

を
モ
ッ
ト
ー
に
、
ご
参
加

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

　
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
「
デ
ス

ク
ワ
ー
ク
希
望
」
と
し
て

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

　
折
り
返
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。 

 

※
フ
ァ
ッ
ク
ス
印
字
の
欠
落
や

番
号
違
い
な
ど
で
、
折
り
返
し

の
ご
連
絡
が
と
れ
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
容
赦
く

だ
さ
い
。 

　
ね
こ
や
動
物
の
擁
護
を
行

い
な
が
ら
、
皆
さ
ま
に
思
い

を
伝
え
る
裏
方
作
業
も
盛
り

沢
山
で
す
。 

　
文
書
類
の
整
理
や
通
信
連
絡
、

ご
相
談
へ
の
応
対
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
役
割
分
担
が
毎
日
あ

り
ま
す
。 

　
ち
ょ
っ
と
し
た
会
話
の
中
に
、

動
物
愛
護
の
ヒ
ン
ト
が
隠
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
経
験
し
ま
す
。

デ
ス
ク
ワ
ー
ク
を
担
い
な
が
ら
、

地
域
ね
こ
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

も
一
人
立
ち
し
て
行
き
ま
す
。 

 

とても狭くて窮屈な事務所です。 


